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ＪＲ東海労新幹線地本 
 

 

東修両の異常な社員管理を許すな！ 
２０１２年２月８日、東京修繕車両所で出勤遅延が発生しました。こ

れに対して会社は、「始末書の強要」「夜出勤務を徹夜勤務へ一方的に

変更」そして「翌月は日勤勤務」という見せしめの対応を強いています。 

そして、「出勤遅延防止について」なる模造紙大の巨大な掲示を職場に

貼り出し、その中で「幹鉄全体の足を引っ張っている」「出勤遅延に対

しては厳しく対処しており、繰り返し発生させた場合は相応の処分を」

と脅しともとれる表現に加え「翌日の勤務を意識した節度ある生活・行

動を」「２個以上の目覚ましを」などなど、私生活にまで踏み込むもの

となっています。さらには、全社員に対して終業点呼時に「出勤遅延防

止３原則の唱和」というものまでやらせているのです。 
 

二重三重の処分はやめろ！ 

また、出勤遅延した社員に対しては「スーツで出勤しろ」と服装につ

いてまで強要しています。このような状況下で本人は「夜も眠れない」

という緊張とプレッシャーのなかで日々を過ごしているのです。 

私たちＪＲ東海労新幹線地本は、会社のこのような二重三重の処分を

課す人格否定にもつながる異常な社員管理、パワーハラスメントまがい

の仕打ちを絶対に許すことはできません！ 

新幹線地本は２月１６日、業務委員会の席で「東修両における一方的

な勤務変更を直ちに止めること」と抗議しました。そして２月２３日、

文書で申し入れました。会社は直ちに姿勢を改めるべきです！ 

 

「東京修繕車両所における出勤遅延した社員に対する見せしめの勤務変更」 

に関する申し入れ       （ＪＲ東海労幹地申第１６号  ２０１２年２月２３日） 

                  
１．東京修繕車両所における出勤遅延に対する見せしめの勤務変更強要は直ちに止める 

こと。 

２．東京修繕車両所における、これまでの出勤遅延に対する「日勤勤務」指定等、見せし 

め的に行ってきた勤務変更に対して当該社員に謝罪すること。 

３．東京修繕車両所における今回の対応について、新幹線鉄道事業本部としての見解を 

明らかにすること。                                                                         

ＪＲ東海労新幹線地本は、会社の理不尽を許さず、職場の声を 

反映させて闘います！！ 


